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証券コード 3611
2023 年６月８日

（電子提供措置の開始日 2023年６月１日）
株 主 各 位

広 島 県 福 山 市 宝 町 ４ 番 14 号
株式会社マツオカコーポレーション
代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ 松 岡 典 之

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第67回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
(https://www.matuoka.co.jp/ir/library/)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show)

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、インターネット又は書面により議決権を行使いただく場合には、後記の「議決権行使の方法
についてのご案内」をご参照のうえ、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただ
き、2023年６月22日（木曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますよう、お願い申し上
げます。

敬 具
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記

１．日 時 2023年６月23日（金曜日）午前10時
２．場 所 広島県福山市三之丸町８番16号

福山ニューキャッスルホテル ３階 光耀の間
３．目 的 事 項
報告事項 １．第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類

の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎会社法改正に伴い、2022年９月１日に株主総会資料の電子提供制度が施行されましたが、本総会におい
ては電子提供制度が適用される初年度であることを考慮し、従前どおり株主の皆様に電子提供措置事項の
記載を含む書面をお送りしております。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、お
送りする書面には記載しておりません。
したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であ
ります。
(1) 事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保

するための体制及び運用状況」
(2) 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
(3) 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイ
トに修正内容を掲載させていただきます。
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詳細は、次ページ｢インターネットによる議決権行使のご案内｣をご覧ください 。

議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のう
え、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

１．議決権の行使方法について
株主総会にご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2023年６月23日（金曜日）午前10時開催日時

インターネットによる行使の場合
当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に
アクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

2023年６月22日（木曜日）午後６時まで行使期限

書面による行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取り扱わせていただきます。

2023年６月22日（木曜日）午後６時到着行使期限

２．機関投資家の皆様へ
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営
する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
⑴ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有

効とさせていただきます。
⑵ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて

いただきます。
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議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

1.
2.

3.

ログインＩＤ
仮パスワード

3.

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

入力後、｢ログイン｣をクリック

入力後、｢送信｣をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権をご行使される場合は、2023年６月22日（木曜日）午後６時までに、パソコン又はスマ
ートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただきますようお
願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送又はインターネットによる議決権行使のお手続きは
いずれも不要です。

ＱＲコードを読み取る方法
スマートフォンでＱＲコードを読み取って
いただくことで、ログインＩＤ・パスワードの
入力が不要になります。

１. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログイン用ＱＲコード」を読み取ってください。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

※「ＱＲコード」は、株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法
議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）
１. パソコン又はスマートフォンから、上記の議決

権行使サイトにアクセスしてください。

２. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入力ください。

３. 「現在のパスワード」と「新しいパスワード」
をそれぞれ入力してください。

４. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点
(1)インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。
(2)パソコン又はスマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、

議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせくだ
さい。

(3)パソコン又はスマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通
信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前９時～午後９時

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 5 ―

事 業 報 告

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症対策と経済活動の両立が進むなか、ウク
ライナ問題や資源・エネルギー価格の高騰が長期化し、インフレ抑制のための金利引き上げの影響等により
景気の減速懸念が強まりました。
わが国経済においては、感染予防対策の緩和により、経済活動が正常化に向かいましたが、日米金利差を

背景とした不安定な為替相場や資源・エネルギー価格上昇による物価高の影響が個人消費や企業活動に見ら
れ、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いています。
このような状況のなか、受注においては、コロナ禍が長期化する一方で、世界的にもウィズコロナの局面

に入り、行動制限の緩和等からアパレル製品の需要は回復傾向にあります。中国のロックダウンやウクライ
ナ問題等グローバルな地政学的リスクから、顧客が生産地を見直し、多元化を検討する動きがあるなかで、
当社グループのもつ幅広い生産拠点と生産体制が顧客ニーズの受け皿となり、受注は堅調に推移いたしまし
た。
生産においては、工場新設に伴う先行経費や急激な円安進行による生産コストの上昇等が利益を押し下げ

る要因として影響しましたが、世界的な物流混乱や、素材・副資材の着荷遅延も徐々に解消され、既存の生
産拠点における稼働率は総じて好調を維持しました。
当社グループが展開する国ごとの生産状況は以下のとおりであります。
（中国）
ゼロコロナ政策によるロックダウンとその解除による感染再拡大で混乱が生じ、受注および販売面で伸び

悩みましたが、生地加工の事業においては、安定した稼働率が顧客ニーズに合致し、好調に推移しました。
また、かねてより進めているASEAN諸国等への生産地シフトの一環として、縫製工場を１か所閉鎖しまし
たが、当該工場で生産していたものは他国の生産拠点へ適宜移管し、最適地での生産体制を整備しました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は266億96百万円（前期比5.3％増）となりました。
（バングラデシュ）
ISHWARDI MATSUOKA BANGLADESH. LTD.第１期工場では生産ラインを増やし生産能力が伸長した

ほか、同第２期工場が完成し、バングラデシュにおける生産能力拡大の体制が整いました。今後は、受注状
況に合わせて工員を増員し機械設備も拡充する計画ですが、本格的な稼働開始は2024年３月期以降になる
見込みです。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は173億14百万円（前期比21.9％増）となりました。
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（ベトナム）
2022年１月に生産開始したAN NAM MATSUOKA GARMENT CO., LTD第２期工場での生産が軌道

に乗り、ベトナムにおける生産基盤の強化に寄与しました。新型コロナウイルスの影響も限定的となったこ
とで稼働率が安定し、中国からの生産移管先として生産量が伸長しました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は124億81百万円（前期比57.4％増）となりました。
（ミャンマー）
新型コロナウイルス感染拡大やクーデターによる政情不安の影響で減少していた従業員数もコロナ前の水

準に近づき、稼働率の安定とともに生産量も復調しました。継続して工場独自で新規顧客開拓にも取り組
み、新たな受注獲得の成果も見え始めました。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は28億81百万円（前期比45.3％増）となりました。
（インドネシア）
PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIAにおいては、継続して品質や生産性の向上に取り組んだ結

果、生産能力が伸長し、生産量や売上高の増加に貢献しました。引き続き収益改善の途上ではありますが、
生産コスト低減や生産管理精度向上に対する取り組みが実を結びつつあります。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は34億５百万円（前期比114.6％増）となりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は627億78百万円（前期比23.0％増）、営業利益は67百万円
（同62.8％減）となりました。また、経常利益は為替差益等の計上により32億2百万円（同208.6％増）と
なり、親会社株主に帰属する当期純利益は16億76百万円（同199.8％増）となりました。

（2）企業集団の設備投資の状況
当連結会計年度に実施した設備投資の総額は63億13百万円であり、その主なものは、AN NAM

MATSUOKA GARMENT CO., LTD 第 ３ 期 ・ 第 ４ 期 工 場、THANH CHUONG MATSUOKA
GARMENT CO.,LTD工場、ISHWARDI MATSUOKA BANGLADESH. LTD.第２期工場の建設、生産ライ
ンの増設、生産効率向上のための設備等の購入に係る支出であります。

（3）企業集団の資金調達の状況
2022年９月28日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債15億円を発行いたしました。
また、当期においては設備投資を目的として、長期借入金24億35百万円を調達しました。
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（4）企業集団の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

（単位：百万円）

区 分 第64期
（2020年３月期）

第65期
（2021年３月期）

第66期
（2022年３月期）

第67期
（当連結会計年度）
（2023年３月期）

売 上 高 57,112 53,928 51,056 62,778
経 常 利 益 2,523 4,073 1,037 3,202
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,175 2,764 559 1,676

１株当たり当期純利益（円） 117.33 277.91 57.06 170.30
総 資 産 44,224 43,002 51,879 59,295
純 資 産 25,357 26,568 29,444 32,305
１株当たり純資産額（円） 2,234.57 2,458.30 2,739.57 2,950.89
（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づき算出してお

ります。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式を控除した株式数によっております。
２． 第66期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を適用しており、第66期

以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

区 分 第64期
（2020年３月期）

第65期
（2021年３月期）

第66期
（2022年３月期）

第67期
（当事業年度）

（2023年３月期）
売 上 高 30,661 32,919 21,846 29,739
経 常 利 益 1,829 2,862 765 2,209
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△） 798 1,427 △193 2,295
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

（円）
79.71 143.54 △19.71 233.19

総 資 産 27,385 27,074 29,401 38,635
純 資 産 17,417 17,743 17,172 19,282
１株当たり純資産額（円） 1,734.72 1,812.64 1,751.88 1,930.69
（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づき算出してお

ります。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式を控除した株式数によっております。
２． 第66期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を適用しており、第66期

以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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（5）企業集団の対処すべき課題
当社グループでは、2021年５月14日に、2021年度から2025年度を計画期間とする中期経営計画「ビジ

ョン2025」を策定いたしました。計画期間のうち第１期（2022年３月期～2023年３月期）ではウィズコ
ロナに対応し、次のステップアップのための準備期間と位置づけ、計画どおりベトナム・バングラデシュで
新工場を建設し、新たな成長期と位置付けている第２期に向けて、しっかりと生産能力拡大の体制が整備で
きました。これにより、かねてより重要な経営戦略として取り組んできた中国からASEAN諸国等への生産
地シフトを推進し、グローバルな生産拠点網と安定的な生産能力を活かし、顧客のさまざまなニーズに柔軟
に対応してまいります。
中期経営計画第１期で実施した新工場設立による生産能力の拡大とともに、第２期では、従業員の習熟度

を上げ、当社グループの目指す品質の維持・管理能力の向上にも注力してまいります。新工場設立により自
社工場での生産比率が高まるなか、新たな成長を実現するためのエンジンとなるものは生産性と品質の向上
であると捉え、「メイドインマツオカのものづくり」を改めて見直し、グループ全体で取り組んでまいる所
存です。
加えて、2023年４月１日付で組成した新たな組織においては、生産本部を中心とした３本部体制のもと、

新たに品質管理委員会を設置する等、各生産拠点の生産状況をグループ全体で俯瞰しながら、生産性や品質
の向上に関する取り組みや課題の集約と共有を進めることにより、生産拠点同士がお互いに学びあえる体制
を整備いたしました。組織横断的な機能を一層強化した新組織体制のもと、各生産拠点において顧客から求
められる以上の生産性と品質の向上を実現していくことで、今後の受注増に応えてまいります。
また、かねてより進めているタイのサハグループとの資本業務提携に基づき、協業によるシナジー効果を

さらに発揮すべく、連携強化を図ってまいります。同グループのアパレル商品について当社の生産キャパシ
ティを活用して工場で縫製受託を増加するほか、資材調達や新規顧客開拓について、同グループの広いネッ
トワークを活かし、サプライチェーンの効率化や欧米アパレルメーカーへの販路拡大を進めてまいります。
機能性素材の開発を得意とする当社グループ子会社においては、引き続き、同社の有する生地加工や素材

開発の技術を活かし、アウトドアウエア等への商品化を企画・提案する等新たな領域への製品展開に取り組
んでまいります。
株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 9 ―

（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

茉織華実業（集団）有限公司 28,030千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

浙江茉織華貿易有限公司 5,000千人民元 ―
（100.0％） アパレルＯＥＭ事業

上海茉織華服飾有限公司 6,000千米ドル 25.0％
（100.0％） アパレルＯＥＭ事業

宿遷茉織華服装有限公司 5,000千人民元 ―
（100.0％） アパレルＯＥＭ事業

嘉興徳永紡織品有限公司 19,600千米ドル 86.2％
（97.8％） アパレルＯＥＭ事業

PHU THO MATSUOKA
CO.,LTD 25,000千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

BAC GIANG MATSUOKA
CO.,LTD 9,500千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

AN NAM MATSUOKA
GARMENT CO.,LTD 36,990千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

THANH CHUONG MATSUOKA
GARMENT CO.,LTD 8,600千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

JDT VIETNAM CO.,LTD 10,000千米ドル ―
(97.8％) アパレルＯＥＭ事業

MYANMAR POSTARION
CO.,LTD 1,232千米ドル 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

MK APPARELS LTD. 668,091千
バングラデシュタカ

―
(100.0％) アパレルＯＥＭ事業

TM Textiles & Garments
(HK) Ltd. 23,600千米ドル 65.3％ アパレルＯＥＭ事業

TM Textiles & Garments Ltd. 1,100,000千
バングラデシュタカ

―
(65.3％) アパレルＯＥＭ事業

ISHWARDI MATSUOKA
BANGLADESH.LTD.

777千
バングラデシュタカ 100.0％ アパレルＯＥＭ事業

PT. MATSUOKA
INDUSTRIES INDONESIA 22,000千米ドル 51.0% アパレルＯＥＭ事業

（注）出資比率の（ ）内の比率は、子会社を通じて所有する出資比率を加えた比率を記載しております。
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（7）企業集団の主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、メンズ・レディースのカジュアルウェアを中心に、商品企画、生地調達、生地生産、縫

製加工に至るまでのアパレルＯＥＭ事業を営んでおります。

（8）企業集団の主要拠点等（2023年３月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地
本社 広島県福山市
東京事務所 東京都中央区

② 主要な子会社
名 称 所 在 地

茉織華実業（集団）有限公司 中華人民共和国 浙江省
浙江茉織華貿易有限公司 中華人民共和国 浙江省
上海茉織華服飾有限公司 中華人民共和国 上海市
宿遷茉織華服装有限公司 中華人民共和国 江蘇省
嘉興徳永紡織品有限公司 中華人民共和国 浙江省
PHU THO MATSUOKA CO.,LTD ベトナム社会主義共和国 フート省
BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD ベトナム社会主義共和国 バクザン省
AN NAM MATSUOKA GARMENT CO.,LTD ベトナム社会主義共和国 ゲアン省
THANH CHUONG MATSUOKA GARMENT CO.,LTD ベトナム社会主義共和国 ゲアン省
JDT VIETNAM CO.,LTD ベトナム社会主義共和国 ビンズオン省
MYANMAR POSTARION CO.,LTD ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン市
MK APPARELS LTD. バングラデシュ人民共和国 ダッカ市
TM Textiles & Garments (HK) Ltd. 中華人民共和国 香港特別行政区
TM Textiles & Garments Ltd. バングラデシュ人民共和国 ダッカ市
ISHWARDI MATSUOKA BANGLADESH.LTD. バングラデシュ人民共和国 パブナ県
PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA インドネシア共和国 スバン県
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（9）企業集団の従業員の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
17,729名 1,295名増

（注）１．従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業
人員であり、臨時社員、嘱託社員、パートタイマー及び派遣社員は含んでおりません。

２．前連結会計年度末に比べ従業員数が1,295名増加しております。主な理由はAN NAM MATSUOKA GARMENT
CO.,LTDの第３期・第４期工場、THANH CHUONG MATSUOKA GARMENT CO.,LTD工場の稼働等に伴い期中採用
が増加したことによるものであります。

② 当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
132名 １名増 43.3歳 9.2年

（注）従業員数は当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む就業人員であります。

（10）当社の主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 6,010百万円
株 式 会 社 広 島 銀 行 2,776百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,807百万円
茉 織 華 実 業 （集 団） 有 限 公 司 1,183百万円
株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 869百万円

（11）剰余金の配当に関する方針
当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。
当社は、剰余金処分につきましては、株主への利益還元を図り、かつ財務の健全性や事業拡大のための新

規投資とのバランスを検討して安定的・持続的な配当を行うことを基本方針としております。
当期については、期末配当として１株当たり40円の利益配当を予定しております。
なお、当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる

旨を定款で定めており、配当の決定機関は中間配当が取締役会、期末配当は株主総会であります。
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２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 38,500,000株
（2）発行済株式総数 10,081,900株（自己株式94,837株を含む）
（3）株主数 2,693名（自己株式分を含む）
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）
合 同 会 社 マ ツ オ カ カ ン パ ニ ー 1,775,000 17.77
松 岡 典 之 1,241,300 12.42
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 622,400 6.23
株 式 会 社 広 島 銀 行 420,000 4.20
株式会社ジェイ・ウィル・インベストメント 300,000 3.00
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 250,000 2.50
神 原 汽 船 株 式 会 社 250,000 2.50
倉 敷 紡 績 株 式 会 社 250,000 2.50
三 菱 UFJ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 225,000 2.25
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 200,000 2.00

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

2016年３月９日開催の取締役会決議による新株予約権
① 新株予約権の払込金額 払込を要しない
② 新株予約権の行使価額 １個につき482,000円

③ 新株予約権の行使条件

新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」
という。）は、権利行使時においても、当社または当
社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外
協力者その他これに準ずる地位を有していなければな
らない。ただし、新株予約権者が任期満了または定年
退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由がある
と認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権の数 150個

⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式75,000株
（新株予約権１個につき500株）

⑥ 新株予約権の行使期間 2018年３月19日から2026年２月18日まで
⑦ 当社役員の保有状況

名称 個数 保有者数
取締役（社外取締役を除く） 第１回新株予約権 26個 １名

（注）１．当社は2017年9月15日開催の取締役会決議により、2017年10月18日付で普通株式１株につき500株の株式分割を行っ
ております。これにより新株予約権の行使価額は964円、新株予約権１個につき目的となる株式の数は500株となってお
ります。

２．社外取締役及び社外監査役には新株予約権を付与しておりません。

（2）当事業年度中に交付した新株予約権等の状況
当事業年度中に交付した新株予約権付社債の状況は、以下のとおりであります。

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(2022年９月28日発行)

決議年月日 2022年９月９日

新株予約権の数(個)※ 48

新株予約権のうち自己新株予約
権の数（個）※ ―

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数（株）※ 普通株式 1,605,900 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額
(円)※ 934 (注)２
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新株予約権の行使期間※ 2022年９月28日～2027年９月17日 (注)３

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額(円)※

発行価格 934
資本組入額 467 (注)４

新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
※

本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定め
により、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項 ※ ―

新株予約権の行使の際に出資の
目的とする財産の内容及び価額
※

１ 本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社
債を出資するものとする。
２ 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債
の金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(百万
円) ※ 1,500
※ 新株予約権付社債の発行時（2022年９月28日）における内容を記載しております。

（注）１．本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する当社普通株式の数
は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数
とする。
但し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場
合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が
行使されたものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じ
た１円未満の端数はこれを切り捨てる。

２．転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「新株発行等による転換価額調整式」という。）により転換価
額を調整する。

既発行
普通株式数＋

発行又は
処分株式数× １株当たりの発行又は処分価額

調整後
転換価額

＝ 調整前
転換価額

×
時価

既発行普通株式数＋発行又は処分株式数

(2) 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用
時期については、次に定めるところによる。

① 時価(本注(5)②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有す
る当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(株式給付信託を含む。)に基づき、
当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式
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の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付に
より当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合調整後転換価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社
又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される
普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものと
みなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合
はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降、又は無償割当ての場合は効力発生日の翌日以降こ
れを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに
時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当
社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌
日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求
をした本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交
付する。

交付普通株式数 ＝

（調整前転換価額
－調整後転換価額） × 調整前転換価額により

当該期間内に交付された普通株式数
調整後転換価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注(4)①に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下
「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)
をもって転換価額を調整する。

調整後
転換価額 ＝ 調整前

転換価額 ×
時価 ― １株当たりの特別配当

時価

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る基準日における各本社債の金額(金31,250,000円)当た
りの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たりの特別配当の計算については、円位未満小数
第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

(4) ① 「特別配当」とは、2027年９月17日までに到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金
の配当(会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余
金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。以下同じ。)の額に当該基準日時点における各本社
債の金額(金31,250,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の、当該基準日の属する
事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各本社債の金額(金31,250,000円)を転換価額である934
円で除して得られる数値(円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てる。)に40を乗じた金額。)(当社
が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額。)を超える場合における
当該超過額をいう。

② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度における特別配当を構成する各配当に係る会社法第454条又は第
459条に定める剰余金の配当決議が行われた日以降これを適用する。
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(5) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
② 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合には調整後転換価額を適用する日(但

し、本注(2)⑤の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合には当該特別配当に係る基準日に先立つ
45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)
とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の１か月前の日におけ
る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額
の調整前に本注(2)又は(7)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普
通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調
整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式
の数を含まないものとする。

④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調
整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換
価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(6) 本注(1)及び本注(3)のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を
調整する。

(7) 本注(2)及び本注(4)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権
者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とすると

き。
③ 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用す

べき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(8) 本注(1)乃至(7)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転

換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日
の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

３．本新株予約権者は、2022年９月28日から2027年９月17日(本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の２銀行営業
日前の日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最
終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使でき
ないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第１項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日で
ない日をいう。)

(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編

行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使すること
はできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。

４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出

される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
ものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本注(1)記載の資本金等増加限度額
から本注(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．償還の方法
(1) 償還金額

各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は本注(2)②に定める金額による。

(2) 社債の償還の方法及び期限

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 17 ―

① 本社債は、2027年９月28日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
② 繰上償還事由
(a) 社債権者の選択による繰上償還
a 社債権者の選択による繰上償還

本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)は、2025年９月26日以降、その選択
により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から15銀行営業日以上後の日を償還日として、そ
の保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社
に対して請求する権利を有する。

b 組織再編行為による繰上償還
(イ)本新株予約権付社債権者は、組織再編行為(下記(ニ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の

承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。以下同じ。かかる承認又は決議がなされた日を、以下
「組織再編行為承認日」という。)、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から
30日以上後の日を償還日(償還日は当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。但し、組織再編行為承認日から
30日以内に当該組織再編行為の効力発生日が到来する場合には、当該通知日から30日目以降の日を償還日とする
ことができる。)として、その保有する本社債の全部又は一部を以下の償還金額で繰上償還することを、当社に対
して請求する権利を有する。当社は組織再編行為承認日に、本新株予約権付社債権者に対して、組織再編行為の
概要(その効力発生日を含む。)を通知するものとする。

(ロ)上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記(ハ)に定義する。)が100％を超える場合には、各社債の金
額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100％以下となる場合には、各社債の金
額100円につき金100円とする。

(ハ)参照パリティとは、以下に定めるところにより決定された値とする。
イ 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合

当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額で除して得ら
れた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)

ロ イ以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を
含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合に
はかかる公表の日)の直後の取引日(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において売買立
会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制
限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に
始まる５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の
最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分
率で表示する。)とする。当該５連続取引日において注２(2)、(4)及び(7)に記載の転換価額の調整事由が生じた
場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、注２(1)乃至(7)に記載の転換価額の
調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。

(ニ)「組織再編行為」とは、①当社が消滅会社となる合併契約の締結、②当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若
しくは新設分割計画の作成、③当社の事業若しくは資産の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡、④当社が
他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、⑤株式交付親会社が当社の発行
済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は⑥その他の日本法上の会社組織再編手続で、
上記①乃至⑤と同様の効力を有するものをいう。

c 支配権変動事由による繰上償還
(イ)本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（下記(ロ)に定義する。）が生じた場合、当該事由 が生じた日後いつ

でも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償
還日として、その保有する本社債の全部又は一部を本注(a)b に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出され
る償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。

(ロ)「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等
をいう。)の保有者(同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27
条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等
保有割合(同法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいう。)が50％超となった場合をいう。

d 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
(イ)本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記(ロ)に定義する。)が生じた若しくは生

じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理
的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を
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行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき
金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

(ロ)「上場廃止事由等」とは、当社若しくはその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第１項各号に
定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における
財務諸表若しくは連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して
６か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。

(b) 当社に生じた事由による繰上償還
a 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還

当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明
し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止
となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後
も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けによ
り当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の
取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60
日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を本注(a)b に記載の償還の場合に準ずる方式によ
って算出される償還金額で繰上償還するものとする。

b スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の
当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第１項に定義される。)による当社の
他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普
通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当
社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日
から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に
係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日目以降30銀行営業日目まで
のいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本注(a)b に記載の償還の場合に準ずる方式
によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。

③ 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 買入消却
① 当社及びその子会社(本注(3)③に定義する。以下同じ。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付

社債をいかなる価格でも買入れることができる。
② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、かかる買入れと同時に(当社の子会社が買入れ

た場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けたのと同時に)、当該本新株予約権付社
債に係る本社債を消却するものとし、かかる消却と同時に、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。

③「子会社」とは、会社法第２条第３号に定める子会社をいう。
６．自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 本新株予約権の行使請求の意向に係る通知に伴う本新株予約権付社債の取得
① 2022年９月28日から2027年６月28日に本新株予約権付社債権者から当社に対して本新株予約権の行使請求の意向に係

る通知(以下「行使請求意向通知」という。)が書面により行われた場合、当社は、当該行使請求意向通知が行われた日
に、当該行使請求意向通知に記載された本新株予約権に係る本新株予約権付社債の全部(以下「取得新株予約権付社債」
という。)を取得し、これと引換えに当該行使請求意向通知を行った本新株予約権付社債権者に対して行使取得交付財産
(以下に定義する。)を交付する。

②「行使取得交付財産」とは、(A)取得新株予約権付社債に係る本社債の額面金額の総額に相当する額(以下「額面金額相当
額」という。)の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、１株未満の端数は切り捨て、現金に
よる調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求
権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。

行使取得転換価値－額面金額相当額（正の数である場合に限る。）

１株当たりの行使取得平均VWAP

「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
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額面金額相当額
×１株当たりの行使取得平均VWAP

行使取得最終日転換価額

「１株当たりの行使取得平均VWAP」とは、行使取得関係VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP取引日
（以下に定義する。）において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)
の平均値をいう。行使取得関係VWAP計算期間中に注２(2)、(4)及び(7)記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、
１株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整される。
「行使取得最終日転換価額」とは、行使取得関係VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。
「行使取得関係VWAP計算期間」とは、行使請求意向通知が行われた日の10VWAP取引日前の日に始まる10連続
VWAP取引日をいう。
本欄において「VWAP取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAPが発表されない日を含まな
い。

(2) 当社の選択による本新株予約権付社債の取得
① 当社は、2026年９月28日から2027年６月10日までの間、いつでも、財務代理人及び本新株予約権付社債権者に対し

て、2027年９月10日(以下、本項において「取得期日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)
を取得する旨を通知(かかる通知は取り消すことができない。)(以下「取得通知」という。)することができる。当社は、
取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に
定義する。)を交付する。当社による本項に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得期日において東京
証券取引所に上場されていることを条件とする。また、当社が注記５(2)②(a)a 乃至d に従った繰上償還の通知を受け
た場合又は同注(2)②(b)a 及びb に基づき繰上償還の通知を行った場合、当社は、以後本項に基づく取得通知を行うこ
とはできない。

②「交付財産」とは、(A)各本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額相当額の金銭、及び(B)次の算式により算出される
数の当社普通株式(但し、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が
発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。

転換価値－額面金額相当額（正の数である場合に限る。）

１株当たりの平均VWAP

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。

額面金額相当額
×１株当たりの平均VWAP

最終日転換価額

「１株当たりの平均VWAP」とは、VWAP計算期間(以下に定義する。)に含まれるVWAPの平均値をいう。VWAP計算期
間中に注２(2)、(4)及び(7)記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、１株当たりの平均VWAPも適宜調整される。
「最終日転換価額」とは、VWAP計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。
「VWAP計算期間」とは、取得期日の10取引日前の日に始まる10連続取引日をいう。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況 （2023年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ 松 岡 典 之
茉織華実業（集団）有限公司 董事長
嘉興徳永紡織品有限公司 董事長
TM Textiles & Garments (HK) Limited President

取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 金 子 浩 幸 管理本部管掌

取 締 役 黒 松 敦

株式会社ミテリ・アソシエイツ 代表取締役
米国非営利活動法人TABLE FOR TWO USA 理事
特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International 理事
一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団 理事
株式会社セブン・ジェイ・デジタル・パートナーズ 取締役

取 締 役 江 島 貴 志

取 締 役 中 川 康 明

常 勤 監 査 役 栗 山 文 宏
常 勤 監 査 役 郷 英 訓
監 査 役 岡 耕 一 郎 せとうち中央法律事務所 所長

監 査 役 松 本 久 幸 株式会社Stand by C 代表取締役
（注）１．取締役江島貴志氏及び中川康明氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として

届け出ております。
２．2022年６月24日開催の第66回定時株主総会において、黒松敦氏が取締役に新たに選任され、就任いたしました。
３．佐藤仁氏及び山口哲司氏は2022年６月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任

いたしました。
４．監査役岡耕一郎氏及び松本久幸氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として

届け出ております。
５．監査役郷英訓氏及び松本久幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の行為に関する取締役（業務執行取

締役等である者を除く）及び監査役との間の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当
該取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で
かつ重大な過失がない場合に限られます。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役、執行役員、管理監督及び指揮命令を行う従業員
であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起
された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。ただし、被保険者の
職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して
行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 当該方針の決定の方法
2021年２月12日に当社取締役会で決定しております。

b. 当該方針の内容の概要
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬等）で構成されており、株

主総会で決議された報酬限度額が上限となっております。
基本報酬は、取締役に対し、職位や職責に応じて、固定的な報酬として毎月支給しているものであ

ります。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である
指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関
する方針の決定について、代表取締役である松岡典之氏に一任しております。
賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり、固定報酬であります。賞与の

金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で支給されます。その額の決定に関しては、取締
役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経
て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関する方針の決定について、代表取締役で
ある松岡典之氏に一任しております。賞与を支給する場合は決定方針に基づき報酬額を決定した後、
速やかに支給し、具体的な時期は取締役会が代表取締役に一任しております。
非金銭報酬は、取締役 （社外取締役を除く）に対して中長期的な業績や株価向上へのインセンテ

ィブとするため、株式報酬として金銭報酬債権を払込金額とした譲渡制限期間を３年とする譲渡制限
付株式を発行しております。また、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める
地位を退任した場合、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、割当株
式を当社が無償で取得します。非金銭報酬の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で決
定され、当該金額の金銭報酬債権を払込金額として譲渡制限付株式で支給されます。その額の決定に
関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における
審議・答申を経て、取締役会で決定いたします。支給時期については、取締役会において決定いたし
ます。
基本報酬及び賞与と非金銭報酬との割合の決定については、各報酬の限度額の範囲内で、経営状況

や各取締役の職責等を総合的に勘案して、金額配分を行うこととしております。
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c. 取締役の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容決定にあたっては、報酬の総額が株主総会の定める報酬の上限額を

下回っており、また、社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が取締役
会より諮問を受け、その内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、
取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

② 監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬等は経営に対する独立性、客観性を確保する見地から固定報酬のみで構成されており、

株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会において役割等を勘案し協議にて決定し
ております。

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2001年６月30日開催の第45回定時株主総会において、上限は年額２億40

百万円（使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない）として決議されております。なお、当該定時株
主総会終結時点の取締役の員数は６名であります。
また、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制

度は、2019年６月27日開催の第63回定時株主総会において決議され、本制度に基づく報酬限度額は、
上記限度額とは別枠の、年額48百万円以内であります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員
数は６名であります。
監査役の報酬限度額は、2017年６月28日開催の第61回定時株主総会において、上限は年額50百万

円として決議されております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
a. 委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び担当

代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ 松岡典之
b. 委任された権限の内容

各取締役の具体的な報酬等（非金銭報酬等以外）の額、その算定方法に関する方針の決定
c. 権限を委任した理由

会社経営の最高責任者である代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ松岡典之氏が当社における長年の経営
実績により、当社の事情に最も精通していることから、取締役の業績の公正な評価と報酬等の配分を
実現し、取締役のモチベーションアップに資するためであります。

d. 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合はその内容
社外取締役及び社外監査役が構成員の過半数を占める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき

答申された内容を基に、代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯである松岡典之氏が報酬額を決定いたしまし
た。
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⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 譲渡制限付

株式報酬
取 締 役

（社外取締役を除く） 157 157 ― 4
監 査 役

（社外監査役を除く） 28 28 ― 2

社外取締役 12 12 ― 2

社外監査役 8 8 ― 2

合 計 205 205 ― 10
（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。

２．当該事業年度において、賞与は支給しておりません。
３．上記には、2022年６月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役２名の報酬を含

んでおります。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

当社と、社外監査役の岡耕一郎氏の重要な兼職先であるせとうち中央法律事務所及び社外監査役の松本
久幸氏の重要な兼職先である株式会社Stand by Cとの間に重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 江 島 貴 志 当事業年度開催の取締役会には15回中15回に出席し、議案審議等につ
き、経験豊富な元企業経営者の観点から必要な発言を行っております。

社外取締役 中 川 康 明
当事業年度開催の取締役会には15回中15回に出席し、議案審議等につ
き、アパレル業界における豊富な知識および製品の生産・品質に関する
見識に基づき必要な発言を行っております。

社外監査役 岡 耕 一 郎
当事業年度開催の取締役会には15回中15回に出席し、疑問点等を明ら
かにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開
催の監査役会には、16回中16回に出席し、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役 松 本 久 幸
当事業年度開催の取締役会には15回中15回に出席し、疑問点等を明ら
かにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開
催の監査役会には、16回中16回に出席し、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役の江島貴志氏及び中川康明氏は、業務執行者から独立した客観的な立場で、取締役会の議案

審議等について江島貴志氏は元企業経営者としての豊富な経験、中川康明氏についてはアパレル業界にお
ける豊富な知識および製品の生産・品質に関する見識をそれぞれを活かして必要な発言を行ってガバナン
スの向上に努めると共に少数株主の利益が不当に害されることがないように会社経営の監督を行いまし
た。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 64百万円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 64百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額
を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこ
れらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか
どうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（3）子会社の計算関係書類の監査
当社の重要な子会社のうち、茉織華実業（集団）有限公司ほか15社は、当社の会計監査人以外の監査人の

監査を受けております。なお、一部の重要な子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属してい
るDeloitte Tohmatsu Limitedのメンバーファームの監査を受けております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査役会は会計監査人が会
社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におい
て会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でか
つ重大な過失がない場合に限られます。
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６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会にお

いて決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(1) 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、重要事項を決定すると共に、取締役の業務の執
行を監督する。

② コンプライアンスに関わる規程に基づき、委員会等を設置し、コンプライアンス活動を推進する。
③ 内部通報制度の整備により、社員等から法令違反行為の情報提供を受け付けると共に、社内相談窓口

を設け、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。
④ 社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等につ

いて、定期的に内部監査を実施する。
⑤ 財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
① 社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
② 取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される指名報酬委員会を設置する。取締役及び

監査役等の選解任に関する基本方針・基準・選定手続等、並びに取締役等の報酬に関する事項の審議
を行い、その結果を取締役会に答申する。

③ グループ全体の経営の基本方針及び経営活動を推進し、重要事項の協議検討、取締役会に次ぐ業務執
行の意思決定機関として、「経営会議」を設置し、定期的に開催する。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
経営に関する重要文書や重要情報等について、法令及び社内規程の定めにより、適切に保存・管理する。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメントに関わる規程を整備し、委員会等を設置し、リスク管理体制の整備を推進する。

(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社管理・報告体制

・グループ会社管理の主管部署を定め、グループ会社経営に関する社内規程に従い、経営管理・経営
指導を行う。

・子会社の経営状況について、当社経営陣に対して直接報告される会議を設置し、定期的に開催す
る。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社に対し、事業内容・規模等を考慮の上、リスクマネジメント体制の構築を指導し、定期的に活
動状況の報告を受けることにより、グループ全体のリスクを管理する。
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③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。子会社の経営上重要事

項に関しては、当社の事前承認を要する事項及び当社への報告を要する事項を取り決める。
・連結ベースでの経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたる。

④ 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「VMV（Vision・Mission・Values）・行動基準」を当社グループ共通の基準として子会社に周知
し、子会社に対して所在国における法令等を勘案し経営環境に応じた行動規範や各種規程の制定を
求める。

・子会社の取締役等及び従業員による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備
する。

(6) 監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
① 当社グループの取締役等、従業員及び子会社の監査役は、当社監査役に対し報告すべき法定の事項に

加え、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
② 監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わないことを確保する。

(7) 監査役の職務の執行について生じる費用・債務の処理方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたと

きは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用または債務を処理する。

(8) 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び監査役
の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当社は、監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき専任スタッフを配置するものとし、そ

の人事については、監査役と事前に協議を行う。
② 監査役の専任スタッフは、監査役の指示に従ってその職務を行う。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は重要な決定及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席するほか、取締

役とのミーティング、子会社への往査を実施し、会計監査人と相互に連携を図る。
② 内部監査室は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、情報交

換及び連携を図る。
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(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「反社会的勢力排除規程」で定め、反社会的勢力及び団体と

は関係を持たず、不当・不法な要求には一切応じないものとする。「反社会的勢力対応マニュアル」を役員・
従業員に周知徹底し、反社会的勢力に対する対応は管理部門と連携し、必要に応じて、早期に顧問弁護士や警
察等に相談し適切な措置を講ずる。

業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めております。当期

における運用状況の概要は以下のとおりです。

(1) 取締役会規則に基づき取締役会を開催し、重要事項を決定すると共に取締役の職務執行を監督し、適法性を
確保しました。当社とは利害関係を有しない社外取締役が取締役会に参加し、取締役の職務執行の適正性の
確保及び効率性の向上を図りました。また、指名報酬委員会は取締役会からの諮問事項に答申しておりま
す。さらにはコンプライアンス・リスク管理委員会は従業員に法令遵守についての研修等を実施し、コンプ
ライアンス及びリスク管理への意識の浸透と定着を図りました。

(2) 役員及び幹部社員をメンバーとする経営会議を原則月１回開催し、当社及び当社グループ全体の経営の基本
方針や重要事項の協議・検討等を行いました。子会社の経営状況・活動状況については、原則月１回会議を
開催して当社役員に報告されると共に、当社から子会社に取締役及び監査役を派遣することにより業務の適
正性を確保しました。

(3) 監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席を通じて、内部統制システムの整備及び運用状況
を確認しました。また、会計監査人及び内部監査室と双方向的な情報交換を実施することで内部統制システ
ム全般をモニタリングし、効率的な運用について助言を行いました。

(4) 社長直轄の内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施しました。
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(サステナビリティに関する考え方および取り組み)
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。なお、文中の将来

に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) ガバナンス
当社グループは、サステナビリティ指針「服を着る人も作る人も幸せになる社会をつくる」を掲げ、持続

的な企業価値の向上と社会課題の解決の両立を実現すべく、サステナビリティ推進体制を強化しておりま
す。
当社グループの生産地が日本を離れ、中国、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、インドネシアへと

展開し、『ものづくり』を続けた30年超の歴史と、各地で雇用を生み、地域経済を動かし、暮らしを支える
ことで得られた地域コミュニティや現地従業員との絆が、当社グループのサステナビリティ活動の基礎とな
っております。
この基礎を踏まえて新たな活動を展開すべく、2022年10月６日付で、経営会議の諮問機関として代表取

締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯの松岡典之を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。当委員会
は、サステナビリティに係る当社グループの取り組みについて、活動方針の策定および実行に対する評価、
提言を行います。重要と認識した事項については、経営会議での協議を経て、戦略・計画に反映し、取締役
会へ報告・監督します。

(2) 戦略／指標及び目標
サステナビリティ委員会にて協議し、経営会議での審議を経て、以下を今年度からの当社グループのマテ

リアリティとして特定しております。

１．顧客が求める良質な製品を提供し続ける
２．環境に配慮し生産地域と共存共栄する
３．全てのグループ人財がいきいき働く

１．「顧客が求める良質な製品を提供し続ける」について
『ものづくり』を取り巻く環境が厳しくなる中でも、創造性を発揮し、継続的な工夫と努力で「顧客が

求める良質な製品を提供し続ける」ことに当社の根源価値があります。現中期経営計画においても、コロ
ナ禍や地政学的リスクを乗り越えて、「顧客が欲しいときに欲しいものを欲しい量お届けする」ための取
り組みを追求する姿勢を打ち出しております。
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２．「環境に配慮し生産地域と共存共栄する」について
当社グループの生産地展開に伴う地域との絆づくりに加えて、環境への配慮においては、気候関連財務

情報開示タスクフォース（TCFD）提言における開示要求項目に沿って、分析と取り組みを進めます。シ
ナリオ分析を通じて、気候変動が事業に及ぼすリスクと機会を特定・評価し、リスク低減と機会獲得に向
けた対応策を検討します。

３．「全てのグループ人財がいきいき働く」について
当社グループの経営において、多様なバックグラウンド（国籍、文化、宗教等）や知識、経験を持つ人

財を有機的に結び付けていくことが重要です。そのため、多様な人財をワンチームとしてまとめ、グルー
プ目標指針を共有し、共に挑戦し学び合う職場環境を整備しております。例えば、各国の部門担当者を
ASEANの都市に集め、特定のテーマを協議・情報共有する「マツオカサミット」を開催しております。
また、当社グループは、2022年10月に「マツオカコーポレーション健康宣言」を表明し、社内環境整

備に取り組み、2023年３月には「健康経営優良法人2023」に認定されました。出産・育児と仕事の両立
支援や適正な労働時間管理を行うことにより、女性のキャリア形成支援を推進することもこの取組みの一
部で、これらを通して2023年３月時点で44％の当社グループでの女性管理職比率を、2026年３月まで
に49％（５％増）に引き上げることを目指します。

サステナビリティ委員会においては、それぞれのマテリアリティに対する実行計画の策定を促し、設定さ
れた指標及び目標をモニタリング・評価する取り組みを進めていきます。

(3) リスク管理
当社グループにおいて、リスク管理における重要事項の審議と方針の決定は、取締役会に付随する「コン

プライアンス・リスク管理委員会」が行います。その下で、サステナビリティに関する、優先的に対応すべ
きリスクについては、サステナビリティ委員会においてモニタリング・評価を行い、経営会議に報告しま
す。また、特に重要と認識された事項については、経営会議からコンプライアンス・リスク管理委員会およ
び取締役会へ報告します。

本事業報告に記載の金額及び数量は、表示単位未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産 37,556

現 金 及 び 預 金 15,064
受 取 手 形 21
電 子 記 録 債 権 1,265
売 掛 金 8,037
商 品 及 び 製 品 2,650
仕 掛 品 5,346
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,592
そ の 他 1,603
貸 倒 引 当 金 △25

固 定 資 産 21,739
有 形 固 定 資 産 18,494
建 物 及 び 構 築 物 8,896
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 4,154
土 地 460
建 設 仮 勘 定 4,190
そ の 他 793
無 形 固 定 資 産 2,146
投 資 そ の 他 の 資 産 1,099
投 資 有 価 証 券 485
長 期 貸 付 金 1,458
繰 延 税 金 資 産 107
そ の 他 922
貸 倒 引 当 金 △1,875

資 産 合 計 59,295

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流 動 負 債 17,522
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 7,141
電 子 記 録 債 務 575
短 期 借 入 金 6,452
１年内返済予定の長期借入金 401
未 払 法 人 税 等 745
賞 与 引 当 金 513
そ の 他 1,692

固 定 負 債 9,468
転換社債型新株予約権付社債 1,500
長 期 借 入 金 6,164
繰 延 税 金 負 債 81
退 職 給 付 に 係 る 負 債 438
資 産 除 去 債 務 667
そ の 他 616
負 債 合 計 26,990

（純資産の部）
株 主 資 本 25,052
資 本 金 584
資 本 剰 余 金 2,258
利 益 剰 余 金 22,456
自 己 株 式 △246

その他の包括利益累計額 4,417
その他有価証券評価差額金 37
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △8
為 替 換 算 調 整 勘 定 4,474
退職給付に係る調整累計額 △84

非 支 配 株 主 持 分 2,834
純 資 産 合 計 32,305
負 債 ・ 純 資 産 合 計 59,295

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 62,778
売 上 原 価 56,987
売 上 総 利 益 5,791

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,723
営 業 利 益 67

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 91
為 替 差 益 2,848
業 務 受 託 手 数 料 61
受 取 賃 貸 料 14
補 助 金 収 入 271
そ の 他 137 3,424

営 業 外 費 用
支 払 利 息 119
債 権 売 却 損 54
社 債 発 行 費 24
支 払 手 数 料 5
そ の 他 84 289
経 常 利 益 3,202

特 別 利 益
関 係 会 社 清 算 益 11 11

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 10
特 別 退 職 金 301 311
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,902
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,318
法 人 税 等 調 整 額 △0 1,318
当 期 純 利 益 1,584
非 支配株主に帰属する当期純損失 △91
親 会社株主に帰属する当期純利益 1,676

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 584 2,541 21,173 △726 23,573
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △392 △392
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,676 1,676

自 己 株 式 の 処 分 △283 480 196
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

連結会計年度中の変動額合計 － △283 1,283 480 1,479
当 期 末 残 高 584 2,258 22,456 △246 25,052

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分 純資産合計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整
累 計 額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 33 △11 3,322 △64 3,280 2,590 29,444
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △392
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,676

自 己 株 式 の 処 分 196
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 4 2 1,152 △20 1,137 243 1,381

連結会計年度中の変動額合計 4 2 1,152 △20 1,137 243 2,860
当 期 末 残 高 37 △8 4,474 △84 4,417 2,834 32,305
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社 23社
主要な連結子会社の名称
茉織華実業(集団)有限公司、上海茉織華服飾有限公司、浙江茉織華貿易有限公司、
嘉興徳永紡織品有限公司、宿遷茉織華服装有限公司、
TM Textiles & Garments (HK) Ltd.、MYANMAR POSTARION CO.,LTD、MK APPARELS LTD.、
TM Textiles & Garments Ltd.、ISHUWARDI MATSUOKA BANGLADESH.LTD、
PHU THO MATSUOKA CO.,LTD、BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD、
JDT VIETNAM CO.,LTD、AN NAM MATSUOKA GARMENT CO.,LTD、
THANH CHUONG MATSUOKA GARMET CO.,LTD、
PT. MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA
MATSUOKA APPAREL (HK) CO.,LTDは、清算結了に伴い連結の範囲から除外しております。

（２）主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社の数 ０社
持分法を適用した関連会社の数 ５社
主要な会社等の名称 江蘇茉織華服飾集団有限公司

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
特記すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。

持分法を適用していない理由
持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
ため、持分法の適用から除外しております。
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（３）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算

書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、MYANMAR POSTARION CO.,LTDの決算日は９月30日、その他の連結子会社の

決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、MYANMAR POSTARION CO.,LTDは連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社は同社の決算日現在の計算書類を使用
し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品・原材料 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 当社は定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法）を採用しております。
在外子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年～45年
機械装置及び運搬具 4年～ 8年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基
づき当連結会計年度負担額を計上しております。

（４）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当履行義務を充

足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
顧客との契約に基づき製品を引き渡すことを履行義務として識別しており、製品を顧客に引き渡した

時点で収益を認識しております。これは、当該時点が製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴
う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判
断できるためであります。
ただし、国内販売については、出荷から納品までの期間は1～2日間であり、これは「通常の期間」で

あるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、製品の出荷時点において収益を認識しておりま
す。
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（５）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理 (イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満
たしている為替予約については振当処理、一体処理（特例処理・振
当処理）の要件を満たしている金利通貨スワップについては、一体
処理を採用しております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…原材料輸出による外貨建債権、製品輸入による

外貨建仕入債務
b. ヘッジ手段…金利通貨スワップ

ヘッジ対象…外貨建借入金
c. ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金
(ハ)ヘッジ方針
社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取

引等、金利上昇リスク及び為替リスクを回避する目的で金利通貨ス
ワップ取引、金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を
行っております。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率により有効
性を評価しております。なお、ヘッジ対象の外貨建予定取引とヘッ
ジ手段が同一通貨の為替予約及び一体処理によっている金利通貨ス
ワップについては、有効性の評価を省略しております。

② のれんの償却方法及び償却期間 10年間の定額法により償却しております。
③ 退職給付に係る会計処理の方法 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準を採用しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること
としております。
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付

費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
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④ 重要な外貨建の資産又は負債の
本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会
社等の資産及び負債は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差
額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含
めて計上しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．固定資産の評価
(１)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
有形固定資産 18,494
無形固定資産 2,146
減損損失 －

(２)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項） ４．会計方針に関する事項 (2)重要な減
価償却資産の減価償却の方法及び(5)その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 ②の
れんの償却方法及び償却期間」に記載のとおり、有形固定資産及び無形固定資産は規則的に減価償却
しております。
固定資産の減損会計の適用にあたっては、主として会社別にグルーピングを行い、収益性が低下し

た資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該金額を減損損失として計上して
おります。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
収益性の低下の評価に用いる将来キャッシュ・フローは、各社及び各工場の事業計画等に基づき見

積もっております。
事業計画等では、将来の受注見込みや、海外工場での人件費を中心とした費用の見積りに一定の仮

定をおいており、その仮定には不確実性が伴っております。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

上述の仮定について、経営環境の変化等により見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以
降の連結計算書類に影響を及ぼす可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 100百万円
建物及び構築物 262百万円
土地 199百万円
無形固定資産（土地使用権） 284百万円

計 846百万円

（２）担保に係る債務
短期借入金 4,166百万円
１年内返済予定の長期借入金 267百万円
長期借入金 4,353百万円

計 8,787百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,875百万円

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 40 ―

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,081,900株
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 392 40 2022年３月31日 2022年６月27日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2023年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。
① 配当金の総額 399百万円
② １株当たり配当額 40円
③ 基準日 2023年３月31日
④ 効力発生日 2023年６月26日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の
種類及び数
普通株式 1,710,900株

（注）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行残高15億円）には希薄化を可能な限り抑制することを
目的として取得条項（現金決済条項）が設定されているものの、新株予約権の目的となる株式の数は株
式に転換される可能性がある最大の株式数で計算しております。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に衣料品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行
借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行
借入により調達しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクについて、

社内規程に従い、取引先の信用状況を定期的に確認し、取引先毎の財務状況等の悪化による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であるため、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されております。当該リスクについて、社内規程に従い、貸付先

の信用状況を定期的に確認し、取引先毎の財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。一部外貨建のも

のについては、為替相場の変動リスクに晒されているものの、必要に応じて為替予約を利用することにより
ヘッジしております。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に運転資金及び国内外投資に係る調達資金であり、このう

ち一部の借入金は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されているものの、必要に応じて金利スワッ
プを利用することによりヘッジしております。
デリバティブ取引については、取引権限等を定めた社内規程に従って実需の範囲内で行っております。ま

た、デリバティブ取引の利用に際しては、契約先を信用度の高い取引先に限定することで信用リスクの軽減
を図っております。

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 42 ―

２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)
(1) 投資有価証券 323 323 －
(2) 長期貸付金 1,458

貸倒引当金 (*3) △1,458
－ － －

資産計 323 323 －
(1) 転換社債型新株予約権付社債 1,500 1,500 －
(2) 長期借入金 (*4) 6,565 6,560 △4

負債計 8,065 8,060 △4
デリバティブ取引(*5) (2) (2) －
(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未

払法人税等」については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を
省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表の計上額は以下のとお
りであります。
非上場株式等 162百万円

(*3) 長期貸付金に個別で計上している貸倒引当金を控除しております。
(*4) 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(*5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示

しております。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 207 － 115 323
デリバティブ取引
通貨関連 － 10 － 10

資産計 207 10 115 333
デリバティブ取引
金利関連 － 12 － 12

負債計 － 12 － 12
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(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 － － － －

資産計 － － － －
転換社債型
新株予約権付社債 － 1,500 － 1,500
長期借入金 － 6,560 － 6,560

負債計 － 8,060 － 8,060
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
投資有価証券は上場株式及び関連会社出資金等になります。
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。
関連会社出資金等は、純資産に基づく評価技法で算定しており、重要な観察できないインプットを使

用しているため、レベル３の時価に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期貸付金
長期貸付金は破綻懸念先等に対する債権であり、回収見込額に基づいて貸倒引当額を算定しておりま

す。このため、時価は長期貸付金計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、
当該金額を時価とし、レベル３の時価に分類しております。

転換社債型新株予約権付社債
元利金の合計額（利率ゼロ）を、同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(収益認識に関する注記)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、複数国の海外生産拠点によってアパレルＯＥＭ事業を営んでおり、グローバルな拠点展
開がビジネスモデルの基盤であることから、顧客との契約から生じる収益を製品の生産国別に分解して記載
しております。
なお、当社グループの報告セグメントは、アパレルＯＥＭ事業のみの単一セグメントであります。

(単位：百万円)
生産国 売上高

中国 26,696

バングラデシュ 17,314

ベトナム 12,481

インドネシア 3,405

ミャンマー 2,881

顧客との契約から生じる収益 62,778

その他の収益 －

外部顧客への売上高 62,778

２．収益を理解するための基礎となる情報
当社グループでは、アパレルＯＥＭ事業を営んでおり、アパレルメーカー、商社及び量販店からの発注を

受け、アパレル製品の製造及び販売を行っております。
顧客との契約に基づき製品を引き渡すことを履行義務として識別しており、製品を顧客に引き渡した時点

で収益を認識しております。これは、当該時点が製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大な
リスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるため
であります。
ただし、国内販売については、出荷から納品までの期間は1～2日間であり、これは「通常の期間」である

ため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、製品の出荷時点において収益を認識しております。
アパレル製品に関する取引の対価は、製品の受け渡し後６か月以内に受領しており、当該顧客との契約に

基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
なお、一部顧客との取引で、アパレル製品の製造に使用する資材を有償で支給されている契約があり、こ

の資材代金は、取引価格から減額しております。
また、顧客との約束が他の当事者を通じて行われる履行義務である場合、顧客との取引価格で収益を計上

し、他の当事者の得る額は支払手数料として処理しております。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)

受取手形 215

売掛金 7,197

電子記録債権 576

7,988

顧客との契約から生じた債権(期末残高)

受取手形 21

売掛金 8,037

電子記録債務 1,265

9,324

(2)残存履行義務に配分した取引金額
当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年以内の契約のみであるため、実務上の便法を適用

し、当該注記の記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,950円89銭
１株当たり当期純利益 170円30銭
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貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産 14,471

現 金 及 び 預 金 1,653
受 取 手 形 21
電 子 記 録 債 権 1,265
売 掛 金 4,413
商 品 及 び 製 品 1,721
仕 掛 品 2,673
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 37
前 渡 金 1,154
前 払 費 用 46
未 収 入 金 1,070
そ の 他 421
貸 倒 引 当 金 △8

固 定 資 産 24,163
有 形 固 定 資 産 559
建 物 250
工 具、 器 具 及 び 備 品 29
土 地 199
リ ー ス 資 産 5
建 設 仮 勘 定 61
そ の 他 12
無 形 固 定 資 産 225
ソ フ ト ウ ェ ア 141
の れ ん 39
そ の 他 44
投 資 そ の 他 の 資 産 23,378
投 資 有 価 証 券 370
関 係 会 社 株 式 4,748
関 係 会 社 出 資 金 14,108
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 3,610
繰 延 税 金 資 産 356
関 係 会 社 長 期 未 収 入 金 1,035
そ の 他 824
貸 倒 引 当 金 △1,675

資 産 合 計 38,635

科 目 金 額
（負 債 の 部）

流 動 負 債 10,940
支 払 手 形 274
電 子 記 録 債 務 575
買 掛 金 2,339
短 期 借 入 金 6,183
１年内返済予定の長期借入金 401
未 払 金 392
未 払 費 用 131
未 払 法 人 税 等 545
賞 与 引 当 金 62
そ の 他 34

固 定 負 債 8,413
転換社債型新株予約権付社債 1,500
長 期 借 入 金 6,164
リ ー ス 債 務 3
退 職 給 付 引 当 金 191
そ の 他 553

負 債 合 計 19,353
（純資産の部）

株 主 資 本 19,258
資 本 金 584
資 本 剰 余 金 2,402
資 本 準 備 金 577
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,824
利 益 剰 余 金 16,517
利 益 準 備 金 15
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,502
別 途 積 立 金 1,500
繰 越 利 益 剰 余 金 15,002

自 己 株 式 △246
評 価 ・ 換 算 差 額 等 23
その他有価証券評価差額金 32
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △8
純 資 産 合 計 19,282
負 債 ・ 純 資 産 合 計 38,635

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 29,739
売 上 原 価 27,202
売 上 総 利 益 2,537

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,829
営 業 利 益 708

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 364
為 替 差 益 1,172
業 務 受 託 手 数 料 61
そ の 他 33 1,631

営 業 外 費 用
支 払 利 息 41
債 権 売 却 損 54
社 債 発 行 費 24
支 払 手 数 料 5
そ の 他 3 129
経 常 利 益 2,209

特 別 利 益
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 166
関 係 会 社 出 資 金 売 却 益 559 726

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 10 10
税 引 前 当 期 純 利 益 2,925
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 680
法 人 税 等 調 整 額 △49 630
当 期 純 利 益 2,295

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 584 577 2,108 2,686 15 1,500 13,099 14,614 △726 17,159
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △392 △392 △392
当 期 純 利 益 2,295 2,295 2,295
自 己株式の処分 △283 △283 480 196
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － △283 △283 1,903 1,903 480 2,099
当 期 末 残 高 584 577 1,824 2,402 15 1,500 15,002 16,517 △246 19,258

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証

券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 23 △11 12 17,172
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △392
当 期 純 利 益 2,295
自 己 株 式 の 処 分 196
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 8 2 10 10

事業年度中の変動額合計 8 2 10 2,109
当 期 末 残 高 32 △8 23 19,282
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

① 関係会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・仕掛品・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年～38年
工具器具備品 4年～ 8年

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（３）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。
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４．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基
づき当事業年度負担額を計上しております。

（３）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給
付債務の見込額に基づき計上しております。なお、当社は退職給付
引当金及び退職給付費用の算定に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。

５．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益

を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
顧客との契約に基づき製品を引き渡すことを履行義務として識別しており、製品を顧客に引き渡した時点で

収益を認識しております。これは、当該時点が製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリス
ク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであり
ます。
ただし、国内販売については、出荷から納品までの期間は1～2日間であり、これは「通常の期間」であるた

め、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、製品の出荷時点において収益を認識しております。
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６．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）ヘッジ会計の処理 (イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満た
している為替予約については振当処理、一体処理（特例処理・振当
処理）の要件を満たしている金利通貨スワップについては、一体処
理を採用しております。
(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
a. ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…原材料輸出による外貨建債権、製品輸入による
外貨建仕入債務

b. ヘッジ手段…金利通貨スワップ
ヘッジ対象…外貨建借入金

c. ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金

(ハ)ヘッジ方針
社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取引
等、金利上昇リスク及び為替リスクを回避する目的で金利通貨スワ
ップ取引、金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行
っております。
(ニ)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率により有効性
を評価しております。なお、ヘッジ対象の外貨建予定取引とヘッジ
手段が同一通貨の為替予約及び一体処理によっている金利通貨スワ
ップについては、有効性の評価を省略しております。

（２）のれんの償却方法及び償却期間 10年間の定額法により償却をしております。

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 52ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 53 ―

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 100百万円
建物 188百万円
土地 199百万円

計 488百万円
（２）担保に係る債務

短期借入金 4,166百万円
１年内返済予定の長期借入金 267百万円
長期借入金 4,353百万円

計 8,787百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 653百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 1,329百万円
長期金銭債権 4,646百万円
短期金銭債務 2,314百万円

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

営業取引による取引高
商品売上高 343百万円
原材料有償支給高 2,782百万円
製品仕入高 17,326百万円
その他 1,075百万円

営業取引以外の取引による取引高 874百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当事業年度末の自己株式の種類及び株式数

普通株式 94,837株

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

棚卸資産評価損 26百万円
貸倒引当金 507百万円
減損損失 86百万円
関係会社株式等評価損 774百万円
会員権評価損 23百万円
退職給付引当金 58百万円
役員退職慰労引当金相当額 81百万円
その他 349百万円
繰延税金資産小計 1,907百万円

評価性引当額 △1,520百万円
繰延税金資産合計 387百万円

繰延税金負債
その他 △30百万円
繰延税金負債合計 △30百万円
繰延税金資産の純額 356百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称 事業の
内 容

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事
者

との関係
取引の
内 容

取引金額
（百万円） 科目

期末残高
（百万
円）

子会社
茉織華実業（集団）
有限公司

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託

資金の借入
の増減 1,183 短期借入

金 1,183

関係会社出
資金の売却
（注）６

559 未収入金 574

上海茉織華
服飾有限公司

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 25.0
間接 75.0

製造委託
製品等の
仕入
（注）1

7,029 買掛金 357

AN NAM
MATSUOKA
GARMENT CO.,LTD

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託

資金の貸付
の増減 1,574

関係会社
長期貸付

金
2,120

増資の引受
（注）２ 390 － －

MYANMAR
POSTARION
CO.,LTD

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託

資金の貸付
の増減 △13

関係会社
長期貸付

金
（注）３

357

運転資金の
補填 －

関係会社
長期

未収入金
（注）３

393

MATSUOKA
APPARELS LTD

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託 運転資金の

補填 －
関係会社
長期

未収入金
（注）４

565

BAC GIANG
MATSUOKA CO.,LTD

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託 資金の貸付

の増減 46
関係会社
長期貸付

金
（注）５

553

MK APPARELS
LTD.

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
間接 100.0 製造委託

製品等の
仕入
（注）1

1,995 前渡金 750

ISHWARDI
MATSUOKA
BANGLADESH.LTD.

アパレル
ＯＥＭ
事業

（所有）
直接 100.0 製造委託

資金の貸付
の増減 46

関係会社
長期貸付

金
555

増資の引受
（注）２ 2,096 － －

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 56 ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．上記各社との取引については、市場価格を参考に決定しております。

２．増資の引受については、同社が行った増資を当社が引き受けたものであります。
３．同社への関係会社長期貸付金、長期未収入金に対し、218百万円の貸倒引当金を計上しております。
４．同社への関係会社長期未収入金に対し、389百万円の貸倒引当金を計上しております。
５．同社への関係会社長期貸付金に対し、490百万円の貸倒引当金を計上しております。
６．関係会社出資金の売却価格については、対象会社の帳簿上の純資産額を基に算定しております。

（収益認識に関する注記）
・収益を理解するための基礎となる情報

連結計算書類と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,930円69銭
１株当たり当期純利益 233円19銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月24日
株式会社マツオカコーポレーション

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ

広 島 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 平 岡 康 治業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 中 原 晃 生業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社マツオカコーポレーションの2022年4月1日から

2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社マツオカコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月24日
株式会社マツオカコーポレーション

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ

広 島 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 平 岡 康 治業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 中 原 晃 生業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社マツオカコーポレーションの2022年4月1

日から2023年3月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー
フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明
を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月24日
株式会社マツオカコーポレーション 監査役会

常勤監査役 栗 山 文 宏 ㊞
常勤監査役 郷 英 訓 ㊞
社外監査役 岡 耕 一 郎 ㊞
社外監査役 松 本 久 幸 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、株主への利益還元を図り、かつ財務の健全性や事業拡大のための新規投資と

のバランスを検討して安定的・持続的な配当を行うことを基本方針としております。
第67期の期末配当につきましては、株主への利益還元と将来の事業展開等を勘案いたしまして次のとおりと

いたしたいと存じます。
（期末配当に関する事項）
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 金40円
総額 399,482,520円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
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第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員５名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、今後の事業拡大に向け、

経営判断をよりきめ細かく行うため、取締役を３名増員し、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

１

まつ おか のり ゆき
松 岡 典 之

（1957年１月24日生）

再 任

1995年１月 当社 専務取締役
2000年６月 当社 代表取締役社長
2001年６月 茉織華実業（集団）有限公司 董事長

（現任）
2014年６月 当社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者
2016年６月 当社 代表取締役社長
2018年６月 当社 代表取締役社長ＣＥＯ
2021年６月 当社 代表取締役社長
2022年６月 当社 代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ

（現任）

（重要な兼職の状況）
茉織華実業（集団）有限公司 董事長
嘉興徳永紡織品有限公司 董事長
TM Textiles & Garments (HK) Limited President

1,241,300株

【取締役候補者とした理由】
2000年６月の当社代表取締役社長就任以降、長年にわたりグループ全体のトップとして経営の指揮
を執り、企業経営者としての豊富な経験とアパレルや縫製に対する高い見識を備え、当社グループ
の企業価値向上に向けてリーダーシップを発揮しております。取締役として相応しい人格を兼ね備
え、当社グループの持続的な成長を実現するため、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

２

かね こ ひろ ゆき
金 子 浩 幸

（1969年12月10日生）

再 任

2005年４月 株式会社サザビー（現 株式会社サザビー
リーグ）入社

2016年10月 当社 入社
2017年４月 当社 管理本部 経理財務部 部長
2018年７月 当社 執行役員 管理部担当
2021年４月 当社 執行役員 管理本部担当
2021年６月 当社 取締役（管理本部管掌）
2022年６月 当社 取締役ＣＦＯ（管理本部管掌）
2023年４月 当社 取締役ＣＦＯ（グループ管理本部管

掌）（現任）

500株

【取締役候補者とした理由】
2016年の入社以来、一貫して経理財務や総務人事部門の責任者を務め、当社の成長に貢献してきま
した。経営および経理財務や総務人事に対する幅広い経験と知識を有しており、当社グループの管
理体制の更なる充実のため、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

３

くろ まつ あつし
黒 松 敦

（1969年１月20日生）

再 任

1992年４月 特殊法人日本貿易振興会（現 独立行政法
人日本貿易振興機構（ジェトロ））入社

2000年６月 株式会社アイ・イー・ジェイ 代表取締役
2006年12月 衆議院（国家公務員特別職）
2013年６月 株式会社ミテリ・アソシエイツ

代表取締役（現任）
2014年４月 米国非営利活動法人TABLE FOR TWO

USA 理事（現任）
2018年３月 特定非営利活動法人TABLE FOR TWO

International 理事（現任）
2021年９月 一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー

財団 理事（現任）
2022年６月 当社 取締役（現任）
2022年７月 株式会社セブン・ジェイ・デジタル・

パートナーズ 取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ミテリ・アソシエイツ 代表取締役
米国非営利活動法人TABLE FOR TWO USA 理事
特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International 理事
一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団 理事
株式会社セブン・ジェイ・デジタル・パートナーズ 取締役

０株

【取締役候補者とした理由】
企業経営や国際ビジネスに関する経験のほか、ＮＰＯや財団理事の経験を通じたＳＤＧｓ等サステ
ナビリティの取り組みに係る知見を有しております。当社グループの企業価値向上に向けてリーダ
ーシップを発揮し、持続的な成長を実現するため、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

４

ば ば まこと
馬 場 誠

（1957年２月25日生）

新 任

1975年４月 ハチダイヤ株式会社 入社
1986年１月 当社 入社
2005年６月 当社 取締役 生産管理部長
2006年４月 当社 取締役 生産本部長
2013年７月 嘉興茉織華華為制衣有限公司 董事
2014年６月 当社 取締役 生産部長 兼 最高生産責任者
2016年６月 当社 常務取締役 生産本部長
2018年７月 当社 上席執行役員 事業４部 生産担当

PT. MATSUOKA INDUSTRIES
INDONESIA DIRECTOR

2022年７月 当社 上席執行役員ＣＰＯ
2023年４月 当社 執行役員ＣＰＯ（現任）

36,800株

【取締役候補者とした理由】
1986年の入社以来、縫製現場での技術指導・管理に携わり、当社生産部門の第一人者として長年に
わたり製品の品質・生産性向上にリーダーシップを発揮しております。新設工場が立ち上がる中、
改めて品質・生産性向上に注力し、当社グループの企業価値向上を図るため、新たに選任をお願い
するものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

５

た むら やす はる
田 村 保 治

（1959年４月13日生）

新 任

1982年４月 樫山株式会社（現 株式会社オンワード
ホールディングス）入社

2012年３月 オンワード商事株式会社 取締役
西日本販売部 統括部長

2016年３月 同社 常務取締役 営業本部長
2018年３月 同社 代表取締役社長
2020年３月 同社 代表取締役会長
2021年３月 株式会社オンワードホールディングス

専務執行役員 法人ビジネス担当 兼
オンワード商事株式会社 代表取締役会長

2022年３月 株式会社オンワードホールディングス
特別顧問

2023年３月 当社 入社
2023年４月 当社 グループ経営管理室 室長（現任）

０株

【取締役候補者とした理由】
長年培ったアパレルに対する高い見識および元企業経営者としての豊富な経験と知識を有しており
ます。当社グループの企業価値向上に向けてリーダーシップを発揮し、持続的な成長を実現するた
め、新たに選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

６

つじ かず よし
辻 和 克

（1956年９月24日生）

新 任

1981年４月 東レ株式会社 入社
2003年４月 PT.TORAY TRADING INDONESIA

DIRECTOR
2007年４月 PT.TORAY TRADING INDONESIA

PRESIDENT DIRECTOR
2012年６月 PT.INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE

MILLS PRESIDENT DIRECTOR
PT.ACRYL TEXTILE MILLS
PRESIDENT DIRECTOR

2016年６月 丸一繊維株式会社 社長
2020年７月 当社 入社
2020年11月 当社 執行役員 事業４部統括

PT. MATSUOKA INDUSTRIES
INDONESIA PRESIDENT DIRECTOR

2023年４月 当社 執行役員 ＪＶ管理部 部長（現任）

０株

【取締役候補者とした理由】
企業経営者としての相応しい人格を持ち、長年培ったアパレルに対する高い見識と経営に対する経
験と知識を活かして2020年11月から当社グループのインドネシアにおける事業を統括しておりま
す。当社グループの企業価値向上に向けてリーダーシップを発揮し、持続的な成長を実現するため、
新たに選任をお願いするものであります。

（注）ＪＶはJoint Ventureの略称であります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の普通株式数

７

え しま たか し
江 島 貴 志

（1971年10月22日生）

再 任

1996年８月 オカノハイテック株式会社
（現 オー・エイチ・ティ株式会社）入社

2008年12月 同社 代表取締役
2013年10月 同社 取締役営業本部長
2015年１月 株式会社誠和 入社 事業統括本部長
2015年５月 同社 取締役事業統括本部長
2015年６月 当社 監査役
2017年６月 当社 社外取締役（現任）

０株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役と
して引き続き選任をお願いするものであります。役割としては、経験を活かしてガバナンスの向上
に努めると共に少数株主の利益が不当に害されることがないように会社経営を監督することを期待
しております。

８

なか がわ やす あき
中 川 康 明

（1954年12月23日生）

再 任

1978年４月 樫山株式会社（現 株式会社オンワードホ
ールディングス）入社

2007年９月 オンワード商事株式会社 企画統括部長
2008年３月 同社 取締役 ＳＰ事業本部長
2014年３月 同社 取締役 国際部部長
2019年６月 当社 社外取締役（現任）

０株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
アパレル業界における豊富な知識および製品の生産・品質に関する高い見識を当社の経営に活かし
ていただくため、社外取締役として引き続き選任をお願いするものであります。役割としては、経
験を活かしてガバナンスの向上に努めると共に少数株主の利益が不当に害されることがないように
会社経営を監督することを期待しております。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．江島貴志氏及び中川康明氏は、社外取締役候補者であります。なお、江島貴志氏及び中川康明氏は東京証券取引所が定め

る一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合、
当社は独立役員の届出を継続する予定であります。

３．江島貴志氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって６年となりま
す。なお、江島貴志氏は当社の社外取締役就任前は、当社の社外監査役であり、その在任期間は２年でありました。また、
中川康明氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって４年になりま
す。

４．当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第28条第２項において、取締役（業務執行取締役等で
あるものを除く）との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限とする責
任限定契約を締結することができる旨を定めております。これに基づき江島貴志氏及び中川康明氏は当社との間で責任限
定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
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５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の
執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約に
より塡補することとしております。役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役、執行役員、管理監督
及び指揮命令を行う従業員であり、選任された取締役候補者は全員当該保険契約の被保険者に含められます。また、次回
の更新時には同内容での更新が予定されております。

（ご参考）第２号議案の候補者及び監査役に期待される主な専門性・経験等

氏 名 当社における
地位・役職 企業経営 営業

生産
品質
技術

海外事業 財務
会計

人事
法務

コンプライアンス
サステナビリティ
ESG

ICT
DX

取
締
役

松岡 典之 代表取締役社長
ＣＥＯ兼ＣＯＯ 〇 〇 〇 〇

金子 浩幸 取締役ＣＦＯ
(グループ管理本部管掌) 〇 〇 〇

黒松 敦 取締役 〇 〇 〇

馬場 誠 取締役CPO
(生産本部管掌) 〇 〇 〇

田村 保治 取締役
(グループ経営管理室管掌) 〇 〇 〇

辻 和克 取締役
(ＪＶ管理部管掌) 〇 〇 〇

江島 貴志 社外取締役 〇 〇 〇

中川 康明 社外取締役 〇 〇 〇

監
査
役

栗山 文宏 常勤監査役 〇 〇 〇

郷 英訓 常勤監査役 〇 〇 〇

岡 耕一郎 社外監査役 〇 〇 〇

松本 久幸 社外監査役 〇 〇 〇
（注）上記は、各人が持つ全ての専門性・経験を示すものではなく、当社の経営戦略の推進にあたり、期待される専門性・経験等を

示しています。

以 上

2023年05月25日 12時22分 $FOLDER; 71ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



福山城公園

福山駅
西2番ガード(北)

西2番ガード(南)

エストパルク

ダイワ
ロイネット
ホテル

市役所

R2
紅葉町

至広島

は一方通行

郵便局

中国銀行 広島銀行

みずほ銀行

三菱
UFJ銀行

キャッスル
第2駐車場

キャッスル
第１駐車場

ファミリーマート

天満屋

さんすて福山

ベッセルイン
福山駅北口

N

福山郵便局前 至岡山

福山ニューキャッスルホテル

福
山
駅
前

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

株主総会会場ご案内図
【 会 場 】 広島県福山市三之丸町８番16号

福山ニューキャッスルホテル ３階 光耀の間
電話 084-922-2121（代表）

【 交 通 】 ＜JRご利用の場合＞
・山陽新幹線・山陽本線・福塩線 福山駅より徒歩１分

＜お車でお越しの場合＞
・山陽自動車道福山東 I．C．より15分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地球環境に配慮した
植物油インキを使用しています。
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